まえばしこども・若者 (わかもの)アイデアまちづくりプロジェクト様式第１号

【こども部門 (ぶもん)】 応募 (おうぼ)申込 (もうしこみ)書 (しょ)（こども用 (よう)）

令和　　年　　月　　日
前橋市長 (まえばししちょう)あて
※この申請書 (しんせいしょ)は必 (かなら)ず、こども達 (たち)が自分 (じぶん)の言葉 (ことば)で書 (か)いてください。
１．団体 (だんたい)名 (めい)
応募 (おうぼ)する団体 (だんたい)の名前 (なまえ)を教 (おし)えてください。
	フリガナ
	

	グループの名前 (なまえ)
	



２．活動 (かつどう)の名前 (なまえ)
自分 (じぶん)たちが取 (と)り組 (く)もうとしている活動 (かつどう)に名前 (なまえ)を付 (つ)けてみよう。
	　


３．グループのこどもリーダー
こどもリーダーのことを教 (おし)えてください。　
	フリガナ
	
	年齢 (ねんれい)
	歳 (さい)

	名 (な)　　前 (まえ)
	
	
	

	お住 (すま)いの住所 (じゅうしょ)
	〒

	
	

	連 (れん)　絡 (らく)　先 (さき)
	電話 (でんわ)　

	通 (かよ)っている学 (がっ)校 (こう)名 (めい)
お勤 (つと)め先 (さき)など
	
	学年 (がくねん)
※学生 (がくせい)のみ
	


４．グループのこどもメンバー　
	
	フリガナ
	名 (な)　前 (まえ)
	年齢 (ねんれい)
	前橋 (まえばし)市内 (しない)
	通 (かよ)っている学 (がっ)校 (こう)(学 (がく)年 (ねん))
お勤 (つと)め先 (さき)など

	
	
	
	
	在住 (ざいじゅう)
	通学 (つうがく)
	通勤 (つうきん)
	

	１
	リーダー
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	副リーダー
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	


５．活 (かつ)動 (どう)の内容 (ないよう)
どんな活動 (かつどう)を行 (おこな)いたいですか？詳 (くわ)しく書 (か)いてみよう。 
	










[bookmark: _Hlk225769143]６．活 (かつ)動 (どう)の目標 (もくひょう)
自分 (じぶん)たちが活動 (かつどう)することで、まちがどんなふうに良 (よ)くなると思 (おも)いますか？
	












７．活動 (かつどう)のスケジュール
①いつ、②どんなことをしたいと考 (かんが)えていますか？できるだけ詳 (くわ)しく教 (おし)えてください。
	①時 (じ)　期 (き)
	②活動 (かつどう)する内容 (ないよう)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


８．今回 (こんかい)の活動 (かつどう)に協力 (きょうりょく)してくれる人 (ひと)がいたら記入 (きにゅう)してください
	

	


９．これまでグループで行 (おこな)ってきた活 (かつ)動 (どう)
今回 (こんかい)と同 (おな)じメンバーで、前 (まえ)にも何 (なに)か別 (べつ)の活動 (かつどう)をしたことがあったら教 (おし)えてください。
	




１０．自由 (じゆう)記入 (きにゅう)コーナー
書 (か)ききれなかったことや伝 (つた)えたいことを自由 (じゆう)に書 (か)いてください。絵 (え)や写真 (しゃしん)を使 (つか)ってもOKです！
	





まえばしこども・若者アイデアまちづくりプロジェクト様式第２号

【こども部門】応募申込書（大人サポーター用）

前橋市長あて
　令和　　年　　月　　日　　
１.申請団体
	フリガナ
	

	グループの名前
	



	責　任　者
	フリガナ
	
	こども達
との関係
	

	
	名　　前
	
	
	

	
	住　　所
（送付先）
	〒

	
	
	

	
	連　絡　先
	
	

	
	メールアドレス
	




２.こども達をサポートする大人について
以下の大人が、団体のメンバーとしてこども達のサポートをします。
	
	役職
	フリガナ
	名　前
	子ども達との関係

	１
	責任者
	
	
	

	２
	会計
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	





３.負担金申請金額
　希望する申請金額をご記入ください。なお、下記の収入欄の前橋市負担金と金額が合致するようにしてください。
	[bookmark: _Hlk225769519]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



４.申請する活動の予算
収入の内容には、市負担金・寄付・会費・参加費・物販代・自己負担などを記入してください。
また、本市負担金以外に国・県・市の補助金や、財団等の助成を受ける予定がある場合も記入してください。
	収　　入
	収入の内容
	金　額
	内　訳

	
	
	
	

	
	
	
	収入の合計金額と
支出の合計金額が
同じ金額になるようにお書きください。


	
	
	
	

	
	合　計（Ａ）
	



	支　　　　　出
	支出の内容
	金　額
	内　訳（単価・人数・回数など）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合　計（Ａ）
	


※収入と支出の合計が同じとなるよう記載してください。

５.その他
　活動内容や予算について、補足すべき事項を記載してください。
	





まえばしこども・若者アイデアまちづくりプロジェクト様式第４号

【こども部門】 報告書 (ほうこくしょ)

令和 (れいわ)　　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)
前橋市長 (まえばししちょう)あて
※この報告書 (ほうこくしょ)の１～７は、必 (かなら)ずこどもたちが自分 (じぶん)の言葉 (ことば)で書 (か)き、８～１０は大人 (おとな)サポーターの方々 (かたがた)がご記入 (きにゅう)ください。
１．団体 (だんたい)名 (めい)
	フリガナ
	

	グループの名前 (なまえ)
	



２．活動 (かつどう)の名前 (なまえ)
	


３．活動 (かつどう)の内容 (ないよう)
①いつ、②どんな活動 (かつどう)をしたかできるだけ詳 (くわ)しく書 (か)いてください。
	①時 (じ)　期 (き)
	②活動 (かつどう)した内容 (ないよう)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




4．まちづくり活動 (かつどう)の効果 (こうか)
活動後 (かつどうご)の感想 (かんそう)と、自分 (じぶん)たちが活動 (かつどう)して、地域 (ちいき)がどんなふうに良 (よ)くなったと思 (おも)うか書 (か)いてください。
	【感想 (かんそう)】

	【地域 (ちいき)が良 (よ)くなったと思 (おも)うこと】


5．気 (き)づきポイント
活動 (かつどう)を通 (とお)して気づいたことや工夫 (くふう)したこと、反省点 (はんせいてん)などがあれば書 (か)いてください。
	【活動前 (かつどうまえ)にたてた目標 (もくひょう)や計画 (けいかく)通 (どお)りにできなかったところ】

	【なんでできなかったのか、何 (なに)につまずいたのか】

	【つまずいたとき、活動 (かつどう)を進 (すす)めていくためにどんな工夫 (くふう)をしたか、または、どうすればよかったと思 (おも)うか】



6．今後 (こんご)の展望 (てんぼう)、前橋市 (まえばしし)にどういうことをしてほしいかなど
今後 (こんご)自分 (じぶん)たちの活動 (かつどう)をどのように続 (つづ)けていきたいか、前橋市 (まえばしし)にどういうことをしてほしいかなど、自由 (じゆう)に書 (か)いてください。
	


７．活動 (かつどう)の様子 (ようす)がわかる絵 (え)や写真 (しゃしん)があれば紹介 (しょうかい)してください。
	



８．今回のこども達の活動で受益者にどのような影響を与えられたと思うか。
　（大人サポーター記入欄）
	



９．今後この活動を続けていく上でつぎのステップは何か。（大人サポーター記入欄）
	




１０．決算報告
	収　　入
	収入の内容
	予算額
	決算額
	内訳（単価・人数など）

	
	前橋市負担金
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合　計
	
	
	




	支　　出
	支出の内容
	予算額
	決算額
	内訳（品名・単価・個数など）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合　計
	
	
	





『　　　　　　　　　　　』の決まり（ルール）
（名称）
第１条　この団体の名称は、『　　　　　　　』といいます。

（所在地）
第２条　この団体の所在地は、前橋市　　　　　　　　　　　　　　　とします。

（目的）
第３条　この団体は、　　　　　　　　　　　　　　　　　することを目的としています。

（活動内容）
第４条　この団体は前条の目的を達成するために次の活動を行います。
（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　についての活動
（２） その他、この団体の目的の達成に必要な活動

（メンバー）
第５条　この団体のメンバーは活動の目的に賛同する子どもとサポートしてくれる大人サポーターとします。

（役員の種類）
第６条　この団体には次の役員を置き、任期は　　年とします。
（１） リーダー1名（子ども）
（２） 副リーダー（子ども）
（３） 責任者（大人）会計監査業務
（４） 会計（大人）

（役員の選び方）
第７条　役員は、メンバーの中から選びます。
２　責任者と会計は、別の人がなります。

（役員の役割）
第８条　リーダーは、この団体を代表します。
２　副リーダーは、リーダーを手伝い、リーダーが不在のときは、リーダーの代わりをつとめます。
３　責任者は、子どもの団体の責任者として、補助金の受け取りなどの各種手続きを行います。また、
　お金が正しく使われているかチェックします。
４　会計は、この団体のお金を管理します。

（議決機関）
第９条　この団体は、以下のことを決定するため、メンバー全員が参加する会議を開きます。
（１） 活動内容
（２） お金の使い方
（３） この会則の内容を変更すること
（４） その他、必要なこと

（活動計画と予算）
第１０条　この団体の活動計画はリーダーが決め、予算は会計が作成して、責任者がそれを確認して、できるだけ早くメンバー全員が参加する会議で報告することとします。

（活動報告と決算）
第１１条　この団体の活動報告はリーダーが決め、決算は会計が作成して、責任者がそれを確認して、できるだけ早くメンバー全員が参加する会議で報告することとします。

（会計の期間）
第１２条　この団体の会計の期間は、　月　日から翌年の　月　日までとします。

（その他）
第１３条　この会の、決まりに書かれていないことや、その他の細かい決まりについては、メンバーみんなで話し合って決めることとします。

附則
この会の決まりは、この団体の発足日である令和　年　月　日から施行します。



